
平成20年分年末調整説明会

大月税務署と市では、年末調整の仕方並び

に法定調書・給与支払報告書の作成と提出方

法などの事務手続きを円滑に行っていただく

ための説明会を次のとおり開催しますので、

関係者のご出席をお願いします。

日　時11月10日（月）午後1時～

用紙配付　午後1時～1時30分

説明会　　午後1時30分～4時

会　場　都の杜うぐいすホール小ホール

間合先　大月税務署源泉所得税担当

℡（22）3217
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年
末
調
整
、
確
定
申
告
に
伴
う

社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て

国
民
年
金

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額
が

所
得
税
・
住
民
税
な
ど
の
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
国
民
年
金
保
険
料
を

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
年
末
調
整
や
確
定

申
告
す
る
場
合
は
、
今
年
1
年
間
に
納
付
（
納

付
見
込
み
を
含
む
）
し
た
『
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
』
な
ど
の
証
明
書

の
添
付
や
提
示
が
必
要
で
す
。

～
毎
年
日
月
初
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
～

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
な
ど
が
発
行

す
る
控
除
証
明
書
と
同
様
に
、
1
年
間
に
納

付
し
た
国
民
健
康
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
（
ハ
ガ
キ
）
が
、
社
会
保
険
庁
か
ら
毎
月
日

月
初
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
証
明
内
容
は
本

年
1
月
か
ら
1
0
月
1
日
ま
で
に
納
付
さ
れ
た

国
民
年
金
保
険
料
額
と
、
年
内
に
納
付
が
見

込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見
込
額
で
す
。
納
付

忘
れ
な
ど
が
あ
る
場
合
も
、
年
内
に
納
付
す

れ
ば
、
今
年
分
の
控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

～
2
月
初
旬
に
送
付
さ
れ
る
場
合
～

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た
場

合
な
ど
、
1
0
月
2
日
以
降
に
本
年
初
め
て
保

険
料
を
納
付
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年
2

月
初
旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
手
続
き
の
際
は

必
ず
こ
の
証
明
書
や
領
収
証
書
を
添
付
な
ど

し
て
く
だ
さ
い
。

～
世
帯
で
連
帯
し
て
納
付
～

国
民
年
金
保
険
料
は
、
被
保
険
者
本
人
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
及
び
配

偶
者
も
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

場
合
は
、
そ
の
納
付
額
の
全
額
が
納
付
し
た

方
の
所
得
税
等
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
年
未
調
整
な
ど

の
手
続
き
の
際
に
自
身
の
社
会
保
険
料
額
と

合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合

は
、
家
族
分
の
証
明
書
も
申
告
す
る
方
の
申

告
書
に
添
付
な
ど
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Q
l「

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
月
分
以
外
の
保
険

料
を
1
2
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
納
付
し
た
場
合

は
、
今
年
分
と
し
て
申
告
で
き
ま
す
か
～

A‥4－
今
年
分
と
し
て
申
告
で
き
ま
す
。
「
社
会
保

険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
保
険
料
額
に
、
後
か
ら
納
付

し
た
保
険
料
額
を
合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
後
か
ら
納
付
し
た
保
険
料
分

の
「
領
収
証
書
」
も
添
付
な
ど
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

Q
2家

族
の
保
険
料
を
納
付
し
ま
し
た
が
、
控

除
対
象
と
な
り
ま
す
か
～

A
2世

帯
主
ま
た
は
配
偶
者
と
し
て
ご
家
族
の

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
は
、
納

付
し
た
方
が
そ
の
保
険
料
を
申
告
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

間
合
先
　
大
月
社
会
保
険
事
務
所

℡
（
2
2
）
3
8
1
1

国
民
健
康
保
険
税
な
ど

自
己
ま
た
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配

偶
者
や
そ
の
他
の
親
族
が
負
担
す
べ
き
国
民

健
康
保
険
税
や
長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料
（
以

下
「
保
険
料
な
ど
」
と
い
い
ま
す
）
な
ど
は
、
所

得
税
や
個
人
住
民
税
の
申
告
の
際
に
、
そ
の

保
険
料
な
ど
を
実
際
に
支
払
っ
た
方
の
所
得

か
ら
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
差
し
引
く
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
保
険
料
な
ど
を
特
別
徴

収
（
年
金
天
引
き
）
で
納
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、

そ
の
保
険
料
な
ど
を
支
払
っ
た
方
は
年
金
受

給
者
本
人
と
な
る
た
め
、
年
金
受
給
者
本
人

の
所
得
か
ら
の
み
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
特
別
徴
収
に
代
え
て
、
口
座
振
替

に
よ
り
保
険
料
な
ど
を
支
払
う
場
合
に
は
、

口
座
振
替
に
よ
り
そ
の
保
険
料
な
ど
を
支
払

っ
た
方
の
所
得
か
ら
社
会
保
険
料
控
除
と
し

て
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

間
合
先
　
税
務
課
　
市
民
税
担
当

税
を
考
え
る
週
間

目
月
日
日
か
ら
1
7
日
ま
で
は
「
税
を
考

え
る
週
間
」
で
す
。

こ
の
機
会
に
暮
ら
し
の
中
で
税
の
果
た

す
役
割
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
考
え
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

税
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
行
う
、

学
校
、
公
園
、
病
院
な
ど
の
公
共
施
設
の

整
備
や
、
教
育
、
医
療
、
福
祉
、
警
察
、

消
防
な
ど
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
私
た

ち
が
安
全
で
快
適
な
生
活
を
送
る
た
め
の

様
々
な
事
業
の
貴
重
な
財
源
に
な
り
ま

す。
ま
た
、
税
は
景
気
を
調
整
し
た
り
、
所

得
を
再
分
配
し
た
り
す
る
働
き
を
持
っ
て

い
ま
す
。

個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会

を
築
い
て
い
く
た
め
に
は
、
税
の
果
た
す

役
割
は
今
後
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
き

ま
す
。税

の
大
切
さ
に
つ
い
て
再
認
識
を
し
て

い
た
だ
き
、
納
期
内
に
納
税
さ
れ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

間
合
先
　
県
税
務
課
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